
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校保健安全法」という法律では『学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信によ

る教育を受ける学生を除く。）の健康診断を行わなければならない』（第１３条）とされています。

健康診断は、その実施について法律で義務として明記されている、重要な学校行事なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

健康は私たちが生きていく上で欠かせないもののひとつ。学校での勉強や運動はもちろん、趣

味や遊びも、体や心が健康であればこそできるのです。また、学校での健康診断は、みなさんの

「いま」の健康をチェックするとともに、「将来」にわたって健康に過ごせるよう、その方法や

ポイントを学び、今後に活かすための場でもあるのです。 

 

 

健康診断では、検診・検査が済んだ項目から順次、その結果をお知らせしていきま

す。「受診勧告書」をもらった人は、できるだけ早めに医療機関を受診してください。 

なお、学校で実施している健康診断は“スクリーニング”といって、異常・病気の

『疑い』があるケースを見つけ出すものです。医療機関に行き、医師の診察や詳しい

検査を受けた結果、とくに異常や病気がないと診断されることもありますので、覚

えていてくださいね。 

また、異常や病気の有無にかかわらず、受診結果がわかり次第、必ず学校に報告す

ることもお忘れなく。 

 

 

 

 

 

 

 

千早赤阪村立中学校 

保健室 2023.4.11 

 

保健室の 宮脇
みやわき

 夏子
な つ こ

 です。一人ひとりに寄り添え

る保健室でありたいと思っています。みなさんが、

体も心も元気に生活できるよう、お手伝いをしたり、

一緒に考えたりします。よろしくお願いします。 

なぜ健康診断をするの？ なぜ大切なの？ 

★ 健康診断は法律で定められた学校行事です！ 

★ 大切な理由…健康診断の主な目的とは？ 

・ 体の発育発達の様子や健康状態を調べる 

・ 病気や異常を早期に発見し、早期治療につなげる 

・ 自分の体を知り、関心をもつきっかけになる 

・ 健康になるための課題（健康目標）に取り組む 

★ 結果が出たら、早めに受診！！ 

★保護者の方へ★ 
★お忙しい中、たくさんの問診票へのご記入、ありがとうございました。 

★４月から学校では、特別な場合（校外学習等で医療機関等を訪問するな

ど）をのぞき、マスクの着用を求めないことが基本となりました。ただ

し、給食準備のときには、全員マスクの着用が必要です。各ご

家庭でご準備いただきますよう、よろしくお願いいたします。 


